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平成23年第６回太子町議会定例会（第435回町議会）会議録（第４日） 

平成23年12月７日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第43号 平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第44号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第45号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第46号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第47号 平成23年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第48号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第49号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 議案第50号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 

９ 議案第51号 工事請負変更契約の締結について 

        （石海小学校耐震補強外改修工事⑥－３東棟） 

10 議案第52号 工事請負変更契約の締結について 

        （太田小学校校舎中央棟耐震補強外改修工事） 

11 議案第53号 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

12 議案第54号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

13 議案第55号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第56号 太子町保育所の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

15 議案第57号 太子町学童保育園事業実施条例の一部を改正する条例の制定について 

16 議案第58号 財産の無償譲渡について 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第43号 平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第44号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第45号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第46号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第47号 平成23年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第48号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第49号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 議案第50号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 

９ 議案第51号 工事請負変更契約の締結について 

        （石海小学校耐震補強外改修工事⑥－３東棟） 

10 議案第52号 工事請負変更契約の締結について 

        （太田小学校校舎中央棟耐震補強外改修工事） 

11 議案第53号 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

12 議案第54号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

13 議案第55号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
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14 議案第56号 太子町保育所の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

15 議案第57号 太子町学童保育園事業実施条例の一部を改正する条例の制定について 

16 議案第58号 財産の無償譲渡について 

会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   清 原 良 典 

 １１番   中 島 貞 次        １２番   服 部 千 秋 

 １３番   井 村 淳 子        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   中 井 政 喜        １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  森 本 麻 友 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  山 本 修 三     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  神 单 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時58分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成23年第６回太子町議会定例会４日目に

おそろいでご出席いただきありがとうござい

ます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成23年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４３号 平成２３年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第３号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第43号

平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 歳出のところ、19ページの

工事請負費、反射鏡設置工事費追加、これの

件も提案説明にもありましたが、再度説明を

願います。 

 それと、25ページの需用費３万6,000円の

詳細説明と、それから27ページの委託料、障

害者自立支援システム保守委託料の追加の再

度説明と、29ページの子ども手当システム改

修業務委託料の追加、これの詳細説明と、同

じく29ページの備品購入費、これは保育所の

備品購入費ですか、どこの保育所に買われた

のかということと、それから33ページの負担

金のとこのシカ緊急捕獲拡大事業負担、これ
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の内容説明と、それと35ページの委託料、道

路幅員決定図書等作成業務委託料、これの内

容説明を再度お願いしたいのと、37ページの

消防事務委託料追加、これの内容説明と、こ

れも提案説明されたかとは思いますが、再度

の説明をお願いいたします。それと、39ペー

ジの龍田小学校体育館カーテン取りかえの

94万7,000円ほど上がっておりますが、これ

はどんなもので、どういったものをつけるの

かという詳細説明と、41ページの委託料、

52万5,000円の舞台音響、照明業務委託料の

追加の詳細説明をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 19ページ反射

鏡の関係でございますけども、当初におきま

しては６基を予定をいたしておりまして、５

基が既に設置済みでございます。うち、１基

につきましては積み残しといいますか、予算

上残っているものがございます。あわせて追

加要望４基がございまして、５基分を今回の

補正でお願いをしているものでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 27ページの障

害者自立支援のシステム保守委託料でござい

ますが、これにつきましては平成18年に障害

者自立支援法が改正になりまして、障害者４

法が統一されました。それに伴う支援システ

ムの委託料の追加でございます。 

 それから、37ページの消防団員公務災害補

償の掛金でございます。これにつきまして

は、消防団員の公務災害補償等責任共済等に

関する法律の施行の一部が改正されました。

これは、東日本大震災による消防団員の死

者、行方不明者が251名に上ったことによ

り、その多くが公務中であったため確実な公

務災害の補償を行う必要があるということで

ございます。平成23年度に限りまして、市町

村が団員１人当たり1,900円から２万4,700円

の掛金が引き上げられましたので、その追加

でございます。 

 以上です。 

 済みません、常備消防委託料でございま

す。これは、交付税の基準財政需要額の額の

確定によりまして、当初委託費が３億

8,320万2,000円でございましたのが、額の確

定によりまして３億7,645万6,800円になりま

したので、その分の追加でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 25ページの需用費

３万6,000円、消耗品追加でございますが、

中身につきましては18人の指定統計調査員の

皆さんに500円のチューブファイル掛ける

18人分9,000円、それから筆記用具といたし

まして1,400円、18人の調査員さんに２万

5,200円を支出する予定でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 33ページでご

ざいます。 

 シカ緊急捕獲拡大事業負担金でございます

が、これは新規の事業でございまして、兵庫

県知事との協定により負担を行うものでござ

います。狩猟期間中におきます県内で狩猟を

し捕獲いたしましたシカについて、狩猟者に

対し狩猟頭数に応じて報奨金を支出する、そ

の原資となる負担金でございます。 

 これにつきましては、県全体の費用を、太

子町24頭分を掛けまして県の捕獲頭数で割り

まして、町の負担金11万9,000円が出ている

もので、協定に基づくものでございまして、

その後は捕獲頭数に応じて狩猟者に対して奨

励金がそれを活用して支出されるということ

でございます。 

 それから、35ページでございますが、道路

幅員決定図書等作成業務委託料でございます

が、これは姫路市施工で計画中でございます

ＪＲ網干駅前の土地区画整理事業におきまし

て、計画内に網干線のルートがございます。

これは、龍野線とも接続を交差をいたしてお

ります。その分、太子町もあわせまして計画

の変更を行う必要があるということで、その

分について委託するものでございます。 

 以上です。 
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○議長（佐野芳彦） 29ページ。 

 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 龍田小のカーテン

の取りかえの関係でございますが…… 

（「ページ数を言うてください」の声

あり） 

 39ページ。経年劣化による布地の損傷が激

しくて、暗幕のカーテンを全部取りかえるも

のでございます。今年度、龍田小は西播磨地

区食に関する教育研究会の研究指定校として

食育推進事業に取り組んでおります。明くる

２月10日には、全体会の公開授業、アトラク

ション、講演会等を実施いたしますので、西

播磨各地からたくさんの方がお見えになると

いうことで、更新をすることでございます。 

 続きまして、41ページの文化会館の委託料

の関係でございます。 

 今年度は60周年記念事業というものがたく

さんございまして、平年予定しておりました

310人で651万円という委託料が足らなくなる

ということで、現時点で25人分を今回新たに

追加するということでございます。利用件数

でいいますと、昨年と比べまして現時点で

30.9％の増となってございます。したがいま

して、委託料を追加するということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 29ページの子

ども手当システム改修業務委託料追加でござ

います。 

 これは、新法であります平成23年度におけ

る子ども手当の支給等に関する特別措置法の

施行に伴いまして、従来の子ども手当の受給

の有無にかかわらず、10月以降も受給者全員

に認定通知書を送付する必要が生じたため、

追加させていただいております。 

 それから、保育所費の備品購入費でござい

ます。 

 これは、斑鳩保育所の備品であります炊飯

ジャー、これ２升炊きでございますが、長期

使用による劣化によりまして使用困難になっ

たため、新たに購入するものでございます。 

 以上です。 

（「これ１台ですか」の声あり） 

 １台でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 もう一件、33ページの工事

請負費のところ、この３つの項目、15番の

ね。203万円のところ。これの３カ所の詳細

説明と。 

 それと、一番最初に聞きましたカーブミラ

ーの件で、太子町内には今まで結構カーブミ

ラーがないということで今まで取りつけてき

て、反面カーブミラーが非常に多いんではな

いかということで、逆にそのカーブミラーを

過信して事故が多くなるというようなことも

話に聞きます。その件に関して、安全を期す

ためにカーブミラーがいいんですが、せんだ

っても一般質問の中で、沖代のところに信号

がついたということで、非常にこれで安全が

保たれるというようなことがあって、これは

これでよいことだなと思うんですが、大分前

に私も一般質問したときに、太田のローソ

ン、179号線沿いにあるんですが、そこのと

ころの立体交差点みたいになってるところ

で、北側から上がってくる道とローソンから

交差する道が非常に危ないということで、街

づくり課の課長、また生活安全課の課長にも

いろいろと相談して、そのときも警察とちょ

っと協議して、いろいろと協議してどうする

んかということで話はあったんやけど、沖代

の方は今回は警察協議して信号がついたと、

すぐにそういった対応になるのに、その太田

のローソン付近のところに対しては、北側か

ら上がってくる道に対しては一たん停止とと

まれの標識だけ、それで終わってるというよ

うな状況でね。もっともっと警察、また街づ

くり課含めて協議していただいて、近隣住民

の方も本当にいろいろといつも出入り口付近

で怖い目をされていると、どうにかならんの

かという話をちょくちょく聞きます。でも、
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やはり何も進んでないんね。立て看板はあっ

たけど、もう既にその立て看板も、気をつけ

てくださいという看板もないような状態。だ

からもっと、やはり沖代のところも事故が起

こってきて住民のクレームが出て信号がつい

た。これも、事故が起こる前にもっともっと

安全に気をつけて、何らかの処置をとるべき

やと思うんよね。この辺について、いかがで

すか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まずは、33ペ

ージのおのおのの事業内容でございますけれ

ども、田中地内小池斜樋の補修でございます

が、これにつきましては、水を落とす斜樋と

いうのがございますが、その部分が劣化によ

りまして使えなくなっているというようなこ

とで、オーバーフローする可能性も出てくる

というようなことで、今回補正のお願いをい

たしております。 

 それから、広坂地内の用水路でございます

が、これは用水路のＵ字フリュームを延長で

82メーター入れるということでございます。 

 それから、沖代線地内の水路補修工事でご

ざいますけれども、農業用水路の底部の継ぎ

目等が劣化いたしておりまして、その部分を

補修する。延長で80メートル程度でございま

す。 

 それから、カーブミラーの件でございます

けども、確かに太子町内920カ所以上今ある

と思っておりますが、先ほどのローソン付近

のお話でございますけども、私のほうも、あ

くまで規制ということであれば、これまでも

申し上げておりますとおり公安委員会の判断

ということになります。そういった部分で、

県の公安委員会の判断によって今以上のもの

は要らないというような判断がなされている

ものというように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 すっと出ない、ごめんなさい、清原良典議

員。 

○清原良典議員 やっと思い出してもろう

て、ありがとうございます。 

 済んません、一点だけ。ただいまのカーブ

ミラーですけども、補正で追加するというこ

とは、これで今のとこ要望が出てきとう分が

すべて解消されるんか、それともまだこの５

基分を補正で上げてもまだ残っておるんか、

その辺のことをちょっとお尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 今回５基、本

年補正をお願いしておりますが、３基につき

ましては要望箇所ということで、現在いただ

いております要望については終わるというこ

とでございます。緊急用に２基、どういった

ことが起こるかわからないというようなこと

もございまして、緊急用に２基お願いをいた

しているところでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 おはようございます。 

 ３点ほどちょっとお聞きしたいのですが、

21ページの節の25、積立金の件ですけど、公

共施設建設基金積立金の追加１億円は、余ら

せて庁舎のために積み立てようとするものな

のか、これもお聞きしたいのでございます。 

 それと、27ページの節20、障害者補装具費

追加でどの程度満たされるのか、またために

なるのか、これもお聞きしたいと思います。 

 それとあと一点、農林水産業費の33ペー

ジ、節の19のシカの緊急捕獲拡大事業負担金

の11万9,000円、どの程度の対応なのか、ま

た捕獲者に対してどのような対応をされてい

るのか、お聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 21ページの公共施

設建設基金の積立金でございますけれど、こ

れにつきましては庁舎も含め教育施設等も今

後建設が予定されております。そうした中

で、22年度末で７億9,955万6,000円残高がご

ざいますけれども、それに合わせて１億円追
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加させて、今後の施設建設に備えたいという

ことで、今回計上させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 27ページの障

害者補装具追加でございますが、これにつき

ましては太子町障害者自立支援法施行規則に

基づきまして、補装具の新規、修理等に扶助

するものでございます。現在、45件の申請が

出てきております。今後、222万9,600円の予

定を決算見込みとしまして追加させていただ

いております。下肢装具、車いす、座位保持

装置等を予定させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） シカ捕獲拡大

事業については、先ほども答弁させていただ

きましたけども、新規事業で県が事務を代行

するものでございまして、そちらのほうに負

担をしていくということでございます。 

 負担金の積算といたしましては、兵庫県全

体の費用と、それから全体の頭数、これを卖

価出しまして町の24頭分掛けたものが負担金

ということになります。 

 その負担金がどういうような運用をされる

のかということでございますけども、それぞ

れ負担に、捕獲した頭数に応じまして、例え

ば太子町の場合24頭でございますので、頭当

たり6,500円の奨励金が出るということで、

11万9,000円負担いたしますが、太子町では

狩猟者に対しまして約15万円程度の奨励金が

出るということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、ちょっと何点か

お聞きします。 

 37ページの消防費のところの災害対策費、

使用料及び賃借料でひょうご防災ネット利用

料が出ておりますが、この利用料について。 

 この防災ネットの関係は説明にもありまし

て、24年３月から事前登録をする必要がある

ということで上げられてるんですけども、こ

の積算根拠ですね、１カ月が７万4,000円に

なるのか、それとも加入料っていうのか、そ

ういうのも含めたものになるのか。それと、

今後毎月どれぐらいの経費がかかってくるの

であるか、そういうことについてお願いいた

します。 

 それと、39ページの学校管理費の需用費

で、先ほど龍田小学校の体育館のカーテンの

質問もありまして、答弁もあったんですけど

も、ちょっと質問をさせていただきます。 

 今回カーテン、備品購入費にまた当たると

思うんですけども、修繕料追加として上がっ

てきております。いつも私、前もオーブンレ

ンジのほうでちょっと違和感があったんです

けども、今回も含められて書かれてるんです

けども、修繕料とカーテンとを分けた金額で

示していただきたいと思います。 

 それと、ちょっと最初のほうに戻ります

が、19ページ、これは総務費の電子計算機の

委託料の基幹業務システムの保守委託料の減

額ということで、これも説明ありましたけど

も、その基幹システム業務の中の一部を職員

が対応するということで大きな金額が減額に

なってるんですけども、ちょっとさらに詳細

説明をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 37ページのひょう

ご防災ネットについてお答えをいたします。 

 尐し詳細説明でも触れたんですが、７万

4,000円につきましては来年の３月分１カ月

分だけでございます。本来ですと、それの７

万3,500円掛けるの12カ月で、年間になりま

すと88万2,000円の費用が必要となってまい

りますが、今次補正でできるだけ早くやりた

いということで、今年度につきましては一月

分の７万3,500円、予算上は切り上げて７万

4,000円になるわけでございますけども、そ

れを計上させていただいております。ですか
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ら、ずっとこのひょうご防災ネットに太子町

が加入し続けるということであれば、年額

88万2,000円をラジオ関西に支払うというこ

とになっております。 

 それから、２点目の19ページの委託料、基

幹業務システム保守委託料減額の件でござい

ますが、詳細についてお答えを申し上げま

す。 

 まず、１点目が、ハードウエア保守費の内

容、キーボード、マウスの保守中止、外づけ

の記録装置の保守中止による減額、これが

111万2,500円になります。それと同様に、ソ

フトウエア保守費の内容ということで、公共

交通災害システム保守中止、墓園管理システ

ム保守縮小、下水道受益者負担金システム保

守中止、公共ます管理システム保守中止、こ

れは私ども職員が独自で対応することが何と

か可能になったということでございます。他

のシステムについても影響がありませんの

で、職員対応とさせていただきます。 

 それからもう一点は、ＳＥサポート費の内

容でございますが、サーバーの定期点検と

か、税務課におけます当初課税処理を私ども

の職員が卖独で対応することといたしまし

た。それも電算係の職員のほうで可能である

というふうに判断いたしました。それの減額

が440万円でございます。今言いましたハー

ド、ソフト保守の111万2,500円と、ＳＥサポ

ートの440万円を足しまして552万5,000円の

減額となっております。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 39ページの龍田小

カーテンの関係でございますが、議員がおっ

しゃるように備品かどうかの関係ですけれど

も、暗幕カーテン一式を取りかえて更新する

わけでございますけれども、暗幕カーテン一

式自体が備品ではないので、建物に溶け込ん

だ建物の一施設でございますので、それを更

新するということで修繕料をとらせていただ

いております。したがいまして、備品扱いは

いたしておりません。先ほどおっしゃいまし

たように、給食センターの場合は確かにオー

ブンレンジという備品でございましたので、

それは施工費の関係があって修繕料にさせて

いただいたという説明は前回させていただき

ましたけれども、今回はカーテンの更新とい

うことで、備品ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 龍田小のカーテンの関係で

すけども、カーテンといえば普通は備品にな

るということで私は認識してるんですけど

も、今回はそういう暗幕カーテンで備品にな

らないというところが、まだちょっと私納得

できないんですけども。本来学校のカーテ

ン、すべて備品にはならないということで、

そちらのほうは認識されてるんでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 私どもは、建物の

一設備という考え方で、備品という取り扱い

はいたしておりません。 

（井村淳子議員「すべてなん」の声あ

り） 

○議長（佐野芳彦） 続けて。 

○教育次長（神南隆司） 続けさせていただ

きます。 

 各学校のカーテン類につきましては、さよ

うでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 一点だけお聞きいたしま

す。 

 先ほども出ておりましたが、37ページの消

防費、非常備消防費の中の負担金補助及び交

付金の中で、再三部長より説明がありました

が、やはりこの東日本大震災で亡くなられた

方や消防団員で行方不明の方が250名ほどお

られて、本年限りということでありますが、

これは全国で協会があって、そしてその割り

振りというんでしょうか、負担金が指示され

てくるんでしょうか。それについてを伺いま
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す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） これは、全国

の消防団員の公務災害補償でございます。今

回の被災された方に対する補償ということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 先ほどもちょっと言われて

おりましたように、上限があるかと思います

が、それについて最低どれぐらいで、最高ど

れぐらいと判断の予定でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 済みません、

額につきましては１人500万円上限です。 

○議長（佐野芳彦） よろしい。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 先ほどからお話し出てま

す、ページ33の19のこのシカの捕獲の件なん

ですけども、一応今聞くところによると、こ

の駆除をするのにそういう組織ができてるら

しいんですけども、その長は副町長がおやり

になっておられるとお聞きしておるんですけ

ども、本当に太子町としてこの問題に対して

真剣に考えておられるかなということも思う

んです。 

 なぜそういうことを思うかっていうのは、

シカが出てないところの自治会長とか、ここ

ら辺は本当はその組織の中に入っておるのに

出席されておらないということをお聞きする

のと、それと今この11万9,000円を使って捕

獲をしたとおっしゃるんですけども、聞くと

ころによりますと、１日にパイナップルを捕

獲のかごに入れといたら何ぼでもとれるらし

いですね。そういうことで、今太子町の中で

はこの１日とった分の処理というのは１頭と

お聞きしておるんですよね。じゃあ、ほんな

ら１日に２頭とか３頭とかとられたときには

どういう処理をなされておるんかと思うんで

す。 

 というのは、そういう余った分は、やっぱ

りこれは腐敗するので処理ができないという

形。じゃあ、そういうことでしたら、この揖

龍の中で処理をする、そういう焼却の炉なん

かが確保できるようなことのお考えがあるの

かどうか。とれて余った場合には、適当なと

ころで、どっかで捨てられてるようなことも

お聞きしてます。それでしたら、物は何かが

食べてなくはなってるらしいんやけども、そ

ういう問題が起こっておるみたいですね。 

 そういう意味で、本当に基本的に根本的

に、この問題に対してどのような姿勢で太子

町として関係のところと、それと関係以外の

ところの自治会も含めて今後お考えになるん

かをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほど委員会

というお話がございましたが、その構成メン

バーということでのご指摘でございますけど

も、確かに今年度委員会を立ち上げまして、

シカの捕獲対策ということでやっておりま

す。これは県の事業がございまして、その事

業を受ける上においてそういった協議会が必

要であるという必須の条件となっておりま

す。そういうことで、委員会については立ち

上げを行っております。 

 そのメンバーなんですが、シカがいないと

ころのというようなことも話がございました

が、一応全町的な取り組みということで、

各、出ないというようなところの自治会の会

長さん等についても確かに入っていただいて

おります。そして、被害が多いところの会長

さんにも入っていただいております。 

 なかなか、事業採択を受ける中で、いろい

ろ申請の協議をするわけでございますが、例

えば被害地域ばっかしでメンバーをつくって

しまうと、逆に我も我もというようなことで

ございますので、事業として金額的にも限度

がございますので、そういった意味では冷静

な第三者的な立場、当然被害地域の方も入っ

ておられますので、その方についてもそうい

う場で決めていただくのがむしろ公平であろ

うというようなご意見もございますし、そう
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いったことでメンバーとしてはすべての被害

地域の代表者の方を入れているということで

はございません。ただ、その下に部会という

のをつくっておりまして、そこではそういう

被害の状況とか、そういうようなことを議論

する場所も設けておりますので、決して手打

ちといったようなことにはならないかと思い

ます。 

 それから、処理の関係ですけど、１日に数

頭とれたらどうすんのというようなお話でご

ざいますが、現在のところ太子町におきまし

ては、数多くとれるというような状況につい

ては発生をいたしておりません。そういった

状況の中では、処理については現在数も尐の

うございますので、火葬場のほうで、動物炉

で処理をいただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今のお答えでは、数が尐

ないとお聞きしたんですけども、じゃあこれ

太子町では１頭ということでお聞きしとんで

すけども、まず１頭が間違いないのか。とい

うのは…… 

（「24頭」の声あり） 

 １日に１頭とお聞きしとんですけどもね。

ちゃうんですか。 

（「トータルで」の声あり） 

 いや、１日の処理の数の範囲というんか、

決められた形はあるんでしょうかね。 

 まず、あるかないか。何頭なのか教えてく

ださい。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時36分） 

（再開 午前10時41分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 複数頭数の処

理ということでございますが、これまでにつ

きましても複数頭数捕獲した場合についても

処理をしていただいております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 あと２点ほどお伺いいたし

ます。 

 39ページ、工事請負費のところ。太田小学

校の耐震工事の減額、約2,000万円ほどあり

ますが、詳細説明また再度お願いしたいと思

います。 

 それと、歳入のところで10ページのたばこ

税のところ、これまた4,000万円ほど、結構

な額が上がっておりまして、たばこ吸われて

る方はいつも卑下されてるのに税収に対して

は非常に大きな貢献をされて、非常に感謝し

なあかんなというところもあるんですが、こ

れ毎回言いますが、いつもたばこは地元で

と、こういった4,000万円という形でも補正

で上がってくるわけですから、やはりもっと

もっと確保できるという観念から、たばこを

宣伝するわけじゃありませんが、やっぱり地

元で買っていただくという周知がまだまだ徹

底されていない。また、買われる方もそう思

われていないということもありましてね。そ

ういったことで、周知されてる張り紙ですと

かポスターっていうのは、いつも言ってるん

ですが、そう見かけないと。たばこ吸えとい

うんじゃなしに、町内で買ってくれというこ

との周知が全然やっぱりされてないなという

ふうに思いますけども、この辺の今後どうい

った対応をしていくのとかということもお聞

かせ願います。 

 それともう一点、先ほどカーブミラーのと

ころの件で、太田のローソンの話をいたしま

した。私もいろいろ近隣の方にやっぱりどう

かしてくれと言われる中で、先ほどの部長の

答弁では、もうこれ以上進まんと、終わりや

ということで話終わってます。 

 やはり、安全・安心のまちづくりというこ

とで、皆さんいつも心がけていることなん

で、それを危険やのに、いやいやこれでもう

終わってますというような言い方では非常に
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困るんですね、これ。何が安全なまちづくり

なんという話ですよ。これ何回も事故があり

ますよ。でも、重大な事故が起こってからじ

ゃ遅いという観念から、沖代の信号でも取り

つけられた、警察と協議して。やはり、もっ

ともっと協議して。ローソンですからオーナ

ーさんとの話し合いもあるでしょう。ただ、

そういった警察、自治体、オーナーとの話し

合いで、出入り口をちょっと違うようにして

いただくとか、そういったことがやっぱり行

政しかできないということでね。もっともっ

とこれ強く要望していきますが、この辺もう

一回説明いただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お尋ねの太田小の

校舎の関係でございますが、当初予算をお願

いした段階で１億5,435万円を工事請負費組

んでおりました。今回11月の中旪ごろに、補

正予算を締め切る際にまだ精査ができてませ

んでしたので、この工事の見込みは幾らだろ

うかというところで工事担当と話をしまし

て、一応この段階では１億3,500万円が決算

見込みだということで、見込みました。した

がいまして、1,935万円を工事請負費減額さ

せていただきましたという経過でございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 歳入のたばこ税に

ついてご説明を申し上げます。 

 本年度見込み額については、たばこ税の値

上げの影響、また近年の健康面での禁煙の増

加等を勘案して、前年度当初予算額より約

３％の減といたしておりました。ところが、

当初からの本数を予測すると866万5,000本の

増加が見込まれるところであります。このた

め、決算見込み額は4,001万3,000円の増額が

見込めることから、決算見込み額を１億

9,539万1,000円としたところでございます。 

 また、お尋ねの町内でたばこをできるだけ

買っていただくような方法ですが、どういっ

たＰＲが一番効果的なのか、また一度税務課

のほうに指示をしてみたいと、このように思

っております。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） お尋ねのローソンの

ところの信号機の設置要望というか、安全の

ためにというようなご質問でございますが、

経済建設部長が申し上げたとおりでございま

すが、やはり一つは警察の判断、公安委員会

の判断、これはもう間違いのないところでご

ざいます。これは認識していただいておると

思うんですが。そして、私どももいろいろ、

前から井川議員おっしゃってますので、警察

との協議の中で現場も見ていただいて、今の

公安委員会の判断はまだつけなくてもいいと

いう判断といいますか、そういうことでござ

います。 

 ちょっと状況がやはり違うと思います、沖

代のところは。沖代は新しくつけたところに

前の、いわゆる单北ははっきり県道でござい

まして、今までの通過交通の当然沖代線の副

交通路の中で十分通行があったところでござ

います。そこへ新しい道路ができたところ

で、たくさんの事故が起きていったと、私ど

もそれに対しても非常に苦慮したんですが、

安全のためにいろんな道路管理者としてする

べきことはすべてやったつもりでございま

す。だけど事故は起こったということで、現

在つけられたとおっしゃいますが、来年つけ

る予定でございます。先ほど申し上げました

ように、ローソンのところについてはそこま

でには至ってないと、そういう通過コース

の、Ｔ字型で尐しやはり見にくいなというこ

とは私も太田でございますので、そこをよく

通ります。そういうことはありますが、最終

的にはやはり一たん停止することによって、

安全確認して出ていくということである程度

の回避はできるんではないかというふうに思

います。そういった判断が警察でもされてい

るというふうに私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時49分） 
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（再開 午前10時50分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

 生活福祉部長から、先ほどの答弁で訂正し

たい旨がありますので。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 申しわけあり

ません。先ほど橋本議員さんの非常備消防の

消防団員の公務災害補償の補償額でございま

すが、500万円と言いましたがちょっと訂正

させていただきます。支給額でございます

が、一時金2,230万円。これは状況に応じて

違ってまいります。奥さんと子供さん２人の

場合2,230万円ということで、それぞれまた

状況に応じて違ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 歳入、11ページでございま

すが、一番最後の下の農業費負担金、西播磨

ふるさとの風景づくり、これの整備事業地元

負担金でございますが、この事業内容につい

て詳細をお願いいたしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） これも先ほど

歳出でご質問をいただきましたが、まず田中

地内の小池斜樋の補修を行います。広坂地内

の農業用水路の改修、それから沖代地内水路

改修、それぞれの地元の負担金でございま

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 皆さんがいろいろ質問され

たんで、何点かだけ。 

 まず、歳入のほうの11ページ、町民税、た

ばこ税のほうが増えておるということで喜ば

しいことだと思いますが、23年度これから決

算をずっと迎えていくわけですけども、自主

財源の比率の見通しっていうことをちょっと

教えといてください。上昇するのか、下降す

るのか、横ばいなのかとか、そういったこと

で結構です。 

 歳出のほう、19ページの反射鏡、先ほどか

らありますけども、９月の決算委員会のほう

で一部曇りどめミラー採用っていうふうなご

答弁があったと思うんですが、曇らないカー

ブミラーっていうのが全国的に広がっており

ます。そういった形で、曇りどめミラーがど

れぐらいの今比率になっておるのかってこと

をお聞きします。 

 続きまして、27ページの19番の負担金補助

金及び交付金、高齢者等住宅改造費助成金追

加なんですけども、当初予算のほうでは５軒

分74万円が当初予算に上がっておりまして、

平均卖価でいくと14万8,000円なんですけ

ど、副町長の説明のほうで４月から10月で３

軒、今後５軒見込まれるための追加だという

ことをお聞きしたんですが、ということは全

部で３軒増になると。３軒増に対して37万円

を、平均卖価とるとちょっと当初予算額の平

均卖価とずれてるんで、その辺の説明をお願

いします。 

 37ページ、先ほども井村議員のほうからも

質問あったんですが、ひょうご防災ネットの

利用料が来年３月１カ月分の利用料で来年度

の予定としては年間で88万2,000円かかって

くるっていうことで、加入し続けるとです

ね、になるんですけども、加入し続けるとい

うことは、もしかしたらもっといいのがあっ

たら加入もしないこともあり得るのかってい

うこと、後でまた繰り返しますけども、以上

かな。 

 以上、お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 自主財源の比率と

いうのは、私どもの町税に関しては大体40％

ぐらい、歳入全体の40％ぐらいを占めるわけ

ですね。これは卖年度で申しますと、決算を

うたないとわかりません。ですから、決算う

った段階でしかお答えのしようがないという

ことでございます。 

 それからもう一点、防災ネットの件なんで
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すけども、それはおっしゃるようにひょうご

防災ネット、今の段階では来年度から続けて

加入したいなという思いであります。ただ、

どんどん時代が３年たち５年たちして、これ

よりもっといいのがあれば、それはまたそれ

に乗りかえることも必要でしょうけども。た

だ、見通しのないことを私ここでは答弁でき

ませんで、今のところは来年度からも防災ネ

ット、それからエリアメール、できるだけセ

ーフティーネットといいますか、格安とは申

しませんが安くて町民の皆さんのセーフティ

ーネットに関係するものであれば、防災の関

係ですから続けていきたいというところでご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 曇りどめミラ

ーの件でございますが、現在役場を出たとこ

ろに１つつけております。試験的にというこ

とでつけておりますが、実は非常に一般のミ

ラーに比べまして高額ということで、なかな

か町域全域での検討というのは今のところは

至ってないということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 27ページ、高

齢者等住宅改造費助成金追加37万円でござい

ますが、これにつきましては介護保険の特別

会計の分と統一に事業を行っているものでご

ざいまして、15ページで人生80年いきいき住

宅助成事業としまして２分の１の県の補助金

がついてるものでございます。これは、４月

から10月まで、７カ月間で３軒ございまし

た。今後の見込みとしまして２軒見込みまし

て５軒というふうにさせていただいておりま

す。今後、全体の見込みとしまして111万円

を予定しております。それを当初予算から差

し引きしました残りとして補正させていただ

いているということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 27ページの当初予算の平均

卖価と今回の平均卖価がちょっとずれてるこ

とを聞きたかったの。これ、１回なしにして

ください。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この事業でご

ざいますが、例えば玄関、廊下、便所とか、

手すりの設置とか、段差解消とか、トイレの

手すり、持ち手の設置とかというような事

業、設置する事業でございますので、それぞ

れ卖価が違ってきますので。こちらが大体昨

年等の平均卖価を求めた形が64万4,000万円

というような形で見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 曇らないカーブミラー高額

ってことですが、ひょっとしたら国からとか

県からの補助がある可能性もあるとは思いま

すんで、今後。一つでも多くつけられたらい

いなと思います。 

 あと、ひょうご防災ネットのことなんです

けども、部長のほうから格安でセーフティー

ネットということでいろいろと時代も変わっ

ていくということなんですが、もう一つ、実

際に兵庫県かなりされてるところあるんです

けども、登録するのに、例えば私がする場

合、太子町にチェック入れると、たつの市の

情報も欲しいなとかっていうふうにチェック

入れていきます。姫路市も欲しいなとチェッ

ク入れたとします。そしたら、その情報がど

んどん入ってくるわけなんですけども、そう

いうシステム上その情報が入ってくるのはい

いんですが、実際のこの９月の台風12号、

15号のときに台風がどこまで来ましたってい

う情報はどんどん流れてきました。が、実際

にここで災害の兆候があるんでこの情報を流

してっていうふうに市とかに担当者に言った

住民の方がおられまして、その情報自体が流

れてないんですね。流れてきた情報は台風の

進路とか、そういう情報ばっかりで、台風が

去った後で瓦れきの処理をこうしましたとか

っていう情報は流れたんですけども、実際こ

のリアルな情報が流れてなかったっていうこ

ともあるようです、ということを含めて。あ
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と我々側は無料で登録できるんですけども、

実際メールを見ると250文字当たり0.7円から

４円かかるわけです。その近隣の登録の件数

が多くなると、やっぱりそれだけ見る側は負

担が多くなるんですね。というシステムであ

るんで、格安でっていうことであれば、やは

り町当局及び住民から情報がどんどん出るよ

うなツイッターであるとか、フェイスブック

を利用するっていう方向に考えていただけれ

ばなと思いますんで、その辺いかがでしょ

う。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この防災ネットの関係

でございますが、いみじくも今議員さんおっ

しゃいましたように、後の、入るのはまだよ

ろしいですが、後町民からこういう情報を早

く流すべきじゃないかと、しかし役所のほう

はてんやわんやでそういう対応がとれないと

いうことも私はあると思います。あの姫路市

さんであっても、情報が逆にてれこてれこで

先に指示が出たり、後で避難準備情報です

か、そういうのが流れたというようなことも

言われておりますんで、そうしたところ私は

慎重にやらないと、ただ卖に加入したからっ

ていうもんではないと、このように思いま

す。 

 だから、太子町としてもそういう体制がと

れるようにしっかりと持っていかなければい

けないと。その中でやはり必要な、言い方は

どうかと思いますが、尐しでも町民の皆さん

が情報を入手しやすいように我々は持ってい

きたいと、このように思っております。あと

のフォローもでき得る限りしっかりとやりた

いなと。しかし、我々町におきましては専属

でずっと職員を配置するわけにもいきませ

ん。また、災害時職員に早くから非常招集か

けて警戒等とも行っております。しかし、そ

れが災害に結びついたら大変なことなんです

よね。結びつかないようにできるだけ体制を

整えようということでやっておりますが、私

が一番気を使いますのは、もう事前で職員は

くたくたになってしまう。いざこれが本当に

大きな災害になったら、職員どうなるんだろ

うというような心配までするところでござい

まして、でき得る限り前座での体制は尐なく

して、いざというときに備えていきたいと、

このように考えておりますので。この防災ネ

ット等々につきましても、そうしたしっかり

とした体制が築かれて初めて最大限の活用が

できると、このように考えておりますので、

その点はご理解お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 いろいろお聞きした中で、

まず１点目、11ページの個人町民税の件です

けれども、当初予算に比べ今回補正としてお

よそ9,203万9,000円がプラスされておりま

す。当初の説明でもう一つ、なぜこれだけ当

初予算に比べて増えたのかというのがちょっ

ともう一つ理解できませんでしたので、その

辺の詳細な説明を一つお願いいたします。 

 それと、37ページにあります、先ほどから

議題になっております消防団員等公務災害補

償費等掛金追加1,042万円の件ですが、当初

の説明によりますと東日本大震災で現地の消

防団員258名が亡くなられたための掛金の引

き上げで、国の補助もある本年度のみという

ようなことがあります。これは、被災された

自治体以外の全国の市町村、県を含めてがす

べて現地の方に対する、死亡された方への援

助といいますか、補助をするのかということ

と、それから国の補助があるということは、

各自治体が補助しますが、それ以外に国から

も現地に対して補助があるということなんで

しょうね。今回の補正では、国からの補助と

いうのは、そういうのは町にはありませんで

したから、別々にそういう補助があると。 

 わかります。それと、この件に関して、要

は国の補助は本年のみと最初お聞きしたんで

すけども、町の今回の公務災害補償等掛金は

来年度は当初予算どおりであるというふうに

考えていいわけですか。 
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 それからもう一つは、21ページの総務管理

費の中の積立金、節25ですけども、公共施設

建設基金積立金追加が、先ほどちょっと説明

ありました、１億円追加されております。こ

れの、もともとある建設基金積立金プラス１

億円ですから、これの目的、何に使うために

１億円の追加をしたのかというのを、以上お

聞きいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 町民税でございま

すが、詳細説明を申し上げます。 

 昨年は、予想以上の調定額の落ち込みであ

りましたが、本年度においても同様に落ち込

みが続くと見込んでおり、本年度当初予算を

昨年９月補正予算後の３％減としておりまし

た。ところが、雇用情勢が厳しいと言われる

中でも持ち直しの動きが見られたようでござ

います。当初調定では昨年比0.2％の減にと

どまっております。 

 総務省資料の地方税の税収の推移によりま

すと、22年度、23年度はほぼ同額と見込まれ

ております。また、本町においての上半期の

徴収率が、昨年の同時期と比較すると尐し落

ち込みが見られております。いろいろ考える

要素はあるわけですが、そういったことを含

めまして決算見込み額が14億4,554万6,000円

と見込み、当初予算との差し引きの9,203万

9,000円を計上させていただいたということ

でございます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この消防団員の公務災

害補償の掛金の関係でございますが、これは

もう日本全国で一本で消防団員の公務災害補

償を運営いたしておりますが、ふだんでござ

いますと死亡者とか、そういう東日本大震災

のように何百人というような犠牲者っていう

のはございません。その中で運営はやってい

けておったんですが、今回はそれがやってい

けないというところで、今次限り全国の行政

体の消防団員の人数に掛金をオンしていっ

て、追加をしてこの公務災害補償基金を運営

していこうというところで、今次限りでござ

います。そして、その今補助や何か云々言わ

れてるのは、ふだんはこれは補助等々はござ

いません。これはお互いの行政体で消防団員

の掛金は支出していくんですが、今回こうい

う非常時の大きな未曾有の災害でございまし

て、こういうことが発生いたしておりますん

で、その一千何万円の裏を特別交付税で埋め

ようということを言ってくれております。こ

れは、もう今回だけでございますんで、その

点お間違えのないようにお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 公共施設建設基金

の目的でございますけども、基金の名称と同

様に、公共施設建設には多額の費用がかかり

ます。そうした中で、基金というものを設置

して建築時に備えようということで設置した

ものでございます。今回の１億円の追加につ

きましては、もちろん新庁舎が予定されてお

りますので、そういうものを見込みまして、

より財源を確保しておこうという意味合いで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私、参考資料のほうで申し

ます。 

 １ページの下から８行目、諸収入、雑入、

広報助成事業交付金の追加と、等も含めまし

て、等ですから複数あると思いますので、ご

説明をお願いします。 

 それから、参考資料２ページの下から９行

目、先ほど来、農業振興費が出ております。

県の負担金だという説明を受けております。

一方で、今現在上太田では国のほうの100％

の負担で材料費を調達するということであり

ますが、現状として、私一般質問でもしまし

たし、吉田議員もこのことについては一般質

問されてきているわけですけれども、現状と

して各地の動きといいますか、対策を講じる
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べきであると思いますし、また町民の方から

も複数そういう声は聞いておるわけですが、

力を入れてやっていただきたいと思うんです

が、どういうふうに現状なっておるかの説明

を求めます。 

 それから、この参考資料２ページの下から

５行目の道路維持費でありますが、この道路

維持費の補正の追加の額が非常に多い。私も

その道路維持費のお金が尐ないなと思ったこ

とがあります。つまり、いろんなところを直

していかなければならないのですが、年度途

中でかなりの追加になっております。という

ことは、反対に言えば当初の予算においてそ

ういうことがわからなかったのかということ

になるわけであります。役場内部では、もし

かすれば当初にもっと多い額を要求していて

も、査定段階で減らされたということがある

のかもしれませんが、余りにも額が多いもの

ですから。何も、直すことがいけないという

意味で私は言ってるのではありません。どう

しても必要なところは直すべきであると思い

ますが、なぜこのように年度途中で多い額に

なるのかというのを説明していただきたいと

思います。 

 それから、先ほどから公共施設建設基金の

ことが出ておりますが、平田議員の質疑に対

して財政課長のほうから、庁舎建設に加え教

育施設の建設とおっしゃったと思うんです

ね。その教育施設の建設の具体的な内容とい

いますか、こういうのがあるんでしたら。そ

れにもということで言われてるので、どうい

うことでお考えなのかについてお答えをいた

だきたいと思います。いや、目的はわかって

おりますが、今後それも何か建てられるんか

な、どうなんかなと思いましてお尋ねをして

おります。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 最初の、ちょっと

あれがわからんかった、一番最初の質問。 

○議長（佐野芳彦） 参考資料の、私も間違

うとるかどうかわからん。議案第43号の中の

給与改定等と言うたかな、等は何じゃったん

…… 

（「改定等か」「給与改定等か」の声

あり） 

 言うてない。 

（服部千秋議員「休憩して」の声あ

り） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時16分） 

（再開 午前11時16分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私の関係している

ところだけ申し上げます。 

 予算書で申しますと17ページですね、広報

助成事業交付金13万3,000円でございます

が、これは平成23年10月14日付財兵第112号

広報助成事業交付金要綱額通知によりまし

て、平成23年度財団法人兵庫県市町振興協会

広報活動助成金事業が交付されることとなっ

たためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長、等は何かっ

ていうことで。 

○総務部長（香田大然） 等は17ページの節

３衛生費雑入の分でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） シカ対策につ

いてのお尋ねでございますが、現在は町独自

での助成という形ではございませんが、先ほ

ど申し上げましたように新たな制度の中で町

がそちらに負担をしていくというようなこと

に今のところは努めておりますし、国、県の

現在ある助成制度等について活用をしていき

たいというように思っております。 

 それから、35ページの道路維持でございま

すが、当初からわかってたんではないかとい

うようなお話でございますが、実際には非常

に緊急、突発等もございます。実際に工事を

してみますと、道路でございますので道路下

部の部分の状態等の状況にもよって事業費が

かさむ、そういったこともございまして、今
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回特に沖代線につきましては非常に交通量が

多いところで、舗装構成も尐ししっかりした

ものにしていかなければならないというよう

なことで、そういう意味では経費的にも予想

つかない部分というのも出てくることも事実

でございます。ですから、今の当初予算でわ

からんかったんかというようなお話でござい

ますが、できる限り当初において内容を十分

精査するわけでございますけども、今言いま

したような状況もあるということでございま

して、今回は新規に、既に一般質問でもござ

いましたが揖保線と県道との交差点、信号機

設置に伴います周辺の改修、これは公安委員

会からも指示がございますので、そちらのほ

うに大きく費用も必要になってくるというよ

うなことも考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 公共施設建設基金

の点でございますけど、目的はもちろん先ほ

ど言いました学校、庁舎、すべての公共施設

の建設においてその財源を準備しておくとい

うことでの基金でございます。先ほど教育施

設と言いましたのは、これまでの質問でもあ

りましたように24年度まだ耐震化等も残って

おりますので、それも含めて今後どのような

公共施設の建設があるかわかりませんが、そ

のために財源を留保していくものでございま

す。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最後の点、わかりました。

もしかして何かを具体的に考えておられるの

かと思ったもので。その趣旨はよく理解して

おりますので、この基金のね。 

 それから、シカの件ですが、私がお尋ねし

たのとちょっと意味が違いまして、今部長が

言われた、そういうことが自治会とかそれぞ

れの地域でどのように進んでおりますかと。

それを進めていただきたいので、その現状に

ついてお尋ねをしたわけで、さっき部長が答

えられたのは今まで答えられた範囲内の答弁

ですので、そのシカ対策を住民からも複数か

らもやってほしいということは聞いておりま

すし、私も吉田議員も聞きましたし、それぞ

れの地域で具体的に今はどのように進んでい

ますかと。例えば国のものであれば、材料費

だけでありますけれどもすべて国からいただ

けると。年度途中に申請しても年度途中に国

がオーケーということでいただける状況です

から、申請すればいただけると。希望が多か

ったらどうかわかりませんが、申請すればい

ただけてるわけですよね、今年度途中でも

ね。ですから、それぞれの地域でどのように

進んでおりますかということをお尋ねしてい

るので、その状況についてお尋ねをいたしま

した。 

 それから、道路の維持費ですが、沖代線と

か原勝原線はもう終わってるんじゃないです

かね。それにやってみたらいろいろかかるし

と言われたんですが、ほかにも直すべきとこ

ろがあるという複数のところがあって、これ

増えてるんではないかと私は思っておるんで

すけど、そういういろいろ直すべきところあ

るので増やしたということじゃないんです

か。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） シカの関係で

ございますけども、先ほど申し上げました運

営委員会、協議会等もございます。そちらに

被害地域の代表の方、分科会で入っていただ

いております。現在は上太田地域でそういっ

た事業が執行中でございます。以後につい

て、具体的に手を上げるといった状況は今の

ところはございません。ただ、私どものほう

からはどうでしょうかというようなアクショ

ンというのは起こしております。今後もそう

いうことで報告していきたいというように思

っております。 

 それから、道路維持の関係でございますけ

ども、先ほど言いました新規の分といたしま

しては、沖代の交差点とそれから東本町東单

線ほかの道路補修等もございます。新規とい

たしてましては２件。それと、沖代線も当初

はございませんでしたが、緊急であるという
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ことで行った部分、若干当初組んでおりまし

た分への影響がございます。それから、現在

もう既に済んでおります部分につきまして

も、一部費用面で当初予算よりも若干食い込

んでいるというようなことも含めまして、総

合的に今回の補正をお願いしているものでご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今シカの対策の件でお話

が出ておったんで、一点確認させてもらいま

すけども、このシカの対策の材料費とかを確

保するのに、どういう状態であったら国に申

請ができるのかという形が一点お聞きしたい

んですけども。 

 それと、例えば米が、災害あった場合には

割方一町こういう形であったとかあるんだけ

ど、トマトやスイカや墓のお花とか、こうい

う形があったときにどういう出し方ができる

のか、そこら辺を確認させてください。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） シカの資材の

関係でございますけども、これは今のところ

はまだ新規で手を上げていただいておりませ

んが、先ほども言いました協議会等でそうい

ったものを協議して申請ということになって

いこうかと思います。 

 それから、農作物でも家庭菜園、あるいは

墓の花等についてどうなんだということでご

ざいますが、残念ながらそういった部分につ

いては補償という部分ではございません。と

いうことでございます。 

○議長（佐野芳彦） もう終わってます。 

 吉田議員。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 本日１日しかないので、細

かい貴重な時間を、よろしくお願いします。 

 13ページです。学校費補助金について、ち

ょっとお尋ねします。 

 安全・安心な学校づくり交付金減額およそ

4,971万3,000円で、当初説明にあったのは学

校施設環境改善交付金に変更するために、安

全・安心なのがなくなってということなんで

すけども、ただ、変更するためだけであれば

同額でいいと思ったんですが、ところが実際

にはおよそ1,042万円ほどの差額で減額にな

ったというこの過程をちょっと説明お願いし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 まず、補助金の名前が変更になったという

ことで、内容はほとんど一緒でございます。

それが一点、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 あともう一点、額の変更でございますけれ

ども、事業費が全体で、先ほど申しましたよ

うに予算上は1,900万円ほど補助金が下がっ

ておりますが、実際の工事請負金は後ほど出

てきます金額で１億2,300万円でございます

から、実際の額に合う形で補助金を見直しま

したところ、補助金には補助金ルールがござ

いまして、我々が１億2,300万円ですか、後

に出てきます議案、使ってるからといっても

全額補助対象にはならないんですね。補助卖

価の基準というものがありまして、国の補助

卖価基準で補助金は精算されてしまいますの

で、そういった意味で補助金が減となってご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第43号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 
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（挙手多数） 

○議長（佐野芳彦） 挙手多数です。したが

って、議案第43号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４４号 平成２３年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第44号

平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第44号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第44号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４５号 平成２３年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第45号

平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第45号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第45号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４６号 平成２３年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第46号

平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第46号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第46号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４７号 平成２３年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第47号
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平成23年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第47号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第47号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４８号 平成２３年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第48号

平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第48号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第48号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４９号 平成２３年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第49号

平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 歳出のところ、提案理由の

説明もされましたが、再度需用費、この修繕

料の追加63万9,000円、これの詳細説明と、

下の19番負担金63万6,000円、これの詳細説

明をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず、修繕料

ですが、管理棟地下ピットにございます水中

ポンプでございますが、これは処理過程で発

生する水をためておくピットでございまし

て、その中にあるポンプが修理不能というよ

うな状況に陥っておりまして、今回更新をお

願いしたいということでございます。 

 それから、19番の負担金でございますけど

も、これは使用料の追加によります、流域下

水道に納めていく負担金の追加ということで

ございまして、立米当たり108円でございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これも毎回、前処理場の話

っていうのはいろいろと１億円近くのお金が

出て、今回のこの修繕料についてもポンプ更

新やとかということで、いろいろと経年劣化

ということで話が出てます。前回にも管理棟
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の修繕とかいろいろとお金がかかってきて、

費用対効果っていうのがね、３社ある中で稼

働率云々どうなってるのかなと。やはり、も

うちょっとほかの方法はないのかと、もうな

くしていっていく方向でね。今後ポンプや何

やってまた経年劣化が起きる可能性があっ

て、いろいろとお金をつぎ込まなあかんとい

う現状にはあると思うんやけど。その辺、経

年劣化に対しての修繕料を補正なり予算組ん

で継続してやっていくんか、当然今後も継続

してこの前処理場を運営していくのか、大体

結論は私わかってますが、その辺の動向、ま

た今後の対応についてお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 現在、現に事

業所がございます。そういった意味では、今

後も水処理はしていかなければならないとい

うように考えておりますし、前処理場につい

ても存続をしていくという、現時点ではそう

いう考え方でございます。 

 運営につきましては、できる限り経費節減

に努めてまいりますが、どうしても機器類等

につきましては更新等も進めていかなければ

ならないんかなというように考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第49号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（佐野芳彦） 挙手多数です。したが

って、議案第49号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５０号 平成２３年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第３号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第８、議案第50号

平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第50号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（佐野芳彦） 挙手多数です。したが

って、議案第50号は原案のとおり可決されま

した。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時39分） 

（再開 午前11時40分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５１号 工事請負変更 

       契約の締結について（石海小 

       学校耐震補強外改修工事⑥－ 

       ３東棟） 

○議長（佐野芳彦） 日程第９、議案第51号

工事請負変更契約の締結について（石海小学

校耐震補強外改修工事⑥－３東棟）を議題と

します。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ
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から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 この耐震工事の件ですが、

今までも斑鳩小学校、それから龍田小学校と

いった耐震工事をしてまいりました。そのと

きも、今の教育次長とまた違った教育次長が

そのときおられたんですが、こんなこと言う

ても神单次長に失礼なんですが、いつもこの

補正が上がったときに精査して、追加工事が

つかないように前段でも精査してやっていく

といってもかかわらず、いつもこうやって

300万円、400万円というお金を追加工事。こ

れに関しては再入札が要らないということ

で、いろんなことで、どちらかといえば高い

値段で追加工事が発注されるわけですが、こ

れに関しても遮光カーテンであるとか、いろ

んな工事がある中で、これも最初からわかっ

てやってらっしゃるのか、それとも、いや、

やっぱり忘れて抜けてたんやということであ

るのか。いろんなことで工事も後々追加し

て、並行してやらなあかんということもわか

るんですが、この工事一覧表を見て、いろい

ろと書いてありますね、この参考資料のほう

に。その説明も次長のほうからされました

が、これについての値段に関して、工事、建

築工事含めて、やはりこういうことは今回の

補正で必要なのか。 

 それともう一つは、この工事に対しての発

注業者っていうのは確定してあるのかどうか

と、個々に説明いただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、前段の部分

でございますけれども、抜けていたものかど

うかという点でございますが、提案説明で言

わせていただきましたけれども、工事着工後

やはり必要なものが判明したりしたものでご

ざいます。 

 あと、契約の関係ですけれども、決して必

要性が低いものじゃなくて、現場での施工中

にわかったものとか、学校との最終協議で仕

様を変更したものでございます。 

 あともう一点、それぞれ今回詳細に出させ

ていただいてますので、内容はご理解いただ

けると思うんですけど、発注先はやはり元請

の神崎組でございますので、神崎組さんがそ

れぞれの関係に下請にされているんだと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 この石海小学校の校舎耐震

補強の中で、保健室でホスピタルカーテン新

設と、配置変更による既設再利用不可のため

とあります。実際に耐震工事したのが、保健

室以外の部分を補強したわけです。保健室自

身も耐震補強されたのかということと、耐震

補強されたのであれば、どのようにベッドの

配置やね、これやったらね、ベッドの配置に

よる遮光カーテンやろと思うんですけれど

も、それはどういうふうに変わったのかとい

うことをお聞きいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 保健室は今回耐震

補強しました東棟から動いたものでございま

して、新しく保健室になっているところは耐

震補強はまだしておりません。次、24年度に

予定されてます本館、ちょうどロの字型にな

った部分のそちらのほうに保健室は動いてお

ります。 

 あともう一点、保健室のホスピタルカーテ

ンですね、あれは通常医療機関などで使って

るような、シュッといくカーテンでございま

して、それは地図で見ていただいたらわかり

ますように、４台ベッドを整備して、それぞ

れの救護を受けている人の体が見えないよう

に隠すカーテンでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ということは、この保健室

が移動したために、そのベッドの配置が変わ

ったというふうに考えてよろしいわけです

か。 
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 それと、もともとこの保健室はどこら辺に

あったわけですか。それをちょっとお尋ねし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 現在、東棟の一番

端に、今ある保健室の隣にあったと思いま

す。 

 それと、ベッドの位置が変わったというよ

りも、ベッドを４台に増やした点と、あと保

健室自体も内装を全部やり変えております。

そういった意味で、耐震補強じゃないんです

けど、移転後の保健室の内装リニューアルを

させていただいております。ベッドの位置が

どう変わったかということは、ちょっと今私

わかりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第51号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（佐野芳彦） 挙手多数です。したが

って、議案第51号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第５２号 工事請負変 

        更契約の締結について（太 

        田小学校校舎中央棟耐震補 

        強外改修工事） 

○議長（佐野芳彦） 日程第10、議案第52号

工事請負変更契約の締結について（太田小学

校校舎中央棟耐震補強外改修工事）を議題と

します。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 この件でございますが、何

か追加が多いように見受けるわけで、事前に

契約する前に調査を必要としてなかったのか

というのは私は思うわけでございます。 

 それと、内容はどのような形で生じていっ

たのかということを詳細にお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 時計台のタイルの

張りかえですけれども、時計台は着工後、時

計台の壁面が前向きに傾いておりました。そ

のために、ちょうど腰の部分というんですか

ね、そこのタイルがばっと割れておりまし

た。そういった面で、タイルの破損、浮きを

発見してそういった面で姿勢も直し、後ろに

補強用の鉄骨もつけ、そういった意味で剥落

のおそれのあるタイルを張りかえておりま

す。 

 それと、鉄骨の仕様の変更です。太田小は

ちょうど今回直した中央棟と、東側に４階建

ての東棟があります、そしてその西側に西棟

がありますということで、あそこは一番新し

く建てた西側の分を除いて３つに分かれてお

るんですね。それぞれ建物が建設時期が違い

ます。そういった意味で、地震に対する揺れ

もそれぞれ違います。そういった意味で、エ

キスパンジョイントという部分を設けまし

て、それぞれを、揺れの違う部分をクッショ

ンゾーンみたいなものを加工しております。

そのときに、そういう鉄骨を受ける部分を固

定するアンカーボルトを打ち込むということ

で、実際かかりますと、打ち込む相手方がコ

ンクリのはりです。そのはりの位置が、当初

より上側に上がっておりまして、寸法違いが

出たということでアンカーを打ち込む鉄骨の

部分を薄くして合わせたということでござい

ます。そういった意味で、形状を薄くして、

使用する部材を逆に厚くして強度を増して、
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鉄骨の加工を行ったというものです。 

 あと、便所の関係ですけれども、トイレの

内部の腰壁はタイル張りです。タイル張りの

上は通常の壁面という形で、タイルの部分だ

け厚みが違います。そういった意味で、あと

化粧板をトイレ内に張るわけですけども、そ

の際の違う部分をモルタルで同一面にすると

いうことでございます。 

 あと、先ほど申しましたように、エキスパ

ンジョイントですから、３つの校舎をそれぞ

れつなぐところには、それぞれ屋上に出っ張

りなどがありまして、屋上防水をきちっとや

っとかないかんわけですけども、それをシー

ト防水でやろうと考えておりました、当初。

ところが、塗膜防水、塗る防水で変更しまし

た。その関係で減になっております。 

 デッキスラブの撤去でございますけれど

も、一番屋上の下にスラブがあって、それは

屋上をつくるための枠型なんですけども、そ

のときに今回、先ほど言いましたつなぐ際の

ところで一部当初想定してなかった必要でな

いと思われるんですが、その部分のコンクリ

のスラブが出てきました。それを撤去したも

のでございます。それによって、金額が増え

ております。 

 以上、主なもので５つ変更しております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 私が気になるのは、補強に

対しても見えるところは事前に調査すればそ

ういった契約もとれるということを私は言っ

てるわけでございます。時計台のところは亀

裂があった、もう当然前から見たら、正面か

ら見えるとこなんですよ。そういうとこを契

約時に必要以上にそういう調査をしてなかっ

たかということ。例えば、私も工事のほうの

会社をしておりましたから、いつも見積もり

等なんかで気になるんですけど、壁をはぐっ

た場合アリが入ってたとか、ここに根か何か

が、水が入って腐ってたとか、こういう補強

に対することは当然であります。それはわか

ります。でも、こういうような見えるとこで

事前に契約がとれなかったというのは私は疑

問だなと思って質問させていただきました。 

○議長（佐野芳彦） 答弁求めますか。よろ

しいですか。 

（平田孝義議員「いいです」の声あ

り） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 先ほどのことですけど、シ

ート防水と塗膜防水、これについて保証につ

いては、期間についてはどうなっております

でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 保証期間、確かな

ことはわからないんでこの場で申し上げられ

ませんけども、防水を恐らく10年ぐらいの保

証期間があったと記憶しております。確かな

ことは申し上げられません。申しわけないで

す。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 塗膜防水についてちょっと

私も存じ上げなかったので、シート防水は

10年というのは恐らくそうであろうかと思い

ますが、塗膜防水についてもそういうふうな

期間があるのか、あれば何年なのか、これま

た後で、後日お知らせください。お願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第52号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 
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○議長（佐野芳彦） 挙手多数です。したが

って、議案第52号は原案のとおり可決されま

した。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時54分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 先ほど、教育委員会のほうに、教育委員会

部局担当の質問、福井議員の分で回答がはっ

きりしましたんで、先に答えていただきま

す。 

 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 失礼しました。 

 それでは、早速報告させていただきます。 

 塗膜防水の保証期間は、シート防水と同様

10年でございます。 

 以上でございます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第５３号 障がい者制 

        度改革推進本部等における 

        検討を踏まえて障害保健福 

        祉施策を見直すまでの間に 

        おいて障害者等の地域生活 

        を支援するための関係法律 

        の整備に関する法律の施行 

        に伴う関係条例の整備に関 

        する条例の制定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第11、議案第53号

障がい者制度改革推進本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間

において障害者等の地域生活を支援するため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について

を議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第53号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第53号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５４号 スポーツ基 

        本法の施行に伴う関係条例 

        の整備に関する条例の制定 

        について 

○議長（佐野芳彦） 日程第12、議案第54号

スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今回の条例の中身について

は別にないんですけれども、大枠としてスポ

ーツ振興法がスポーツ基本法に変わったとい

うことで内容的にも若干の訂正が試みられて

おりますので、その辺の大枠の説明をお願い

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 23年の法律第78号

として、スポーツ基本法が制定されました。

これにつきましては、制定から50年が経過

し、スポーツは広く国民に浸透し、スポーツ

を行う目的が多様化しているというようなく

だりで、前回副町長が詳細説明をいたしまし

た。 

 そして、趣旨としましては、スポーツに関

し基本理念を定める、並びに国及び地方公共
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団体の責務、並びにスポーツ団体の努力等を

明確にしたということでございます。スポー

ツに関する施策の基本となる事項を定めるこ

とによって、スポーツに関する施策を総合的

かつ計画的に推進する。その結果、国民の心

身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形

成と、そういうものに役立てていくんだとい

う趣旨で改正されたと国からの通達には書い

てございました。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第54号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第54号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５５号 災害弔慰金 

        の支給等に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定に 

        ついて 

○議長（佐野芳彦） 日程第13、議案第55号

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第55号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第55号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５６号 太子町保育 

        所の設置に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定に 

        ついて 

○議長（佐野芳彦） 日程第14、議案第56号

太子町保育所の設置に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 この件でございますが、本

年の３月の議会で決議したと聞いております

が、私はどうしてもこれが気になって、聞き

たいことがございまして質問させていただく

のでございますが、手が離れたら民営になる

ということですね。そしたら、口が出せない

ということで、これはどうなんかということ

は、僕これは気になるんですけど、どうでし

ょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 移管、民営化

として５年余り、今現在指定管理者としてさ

れとうわけですけども、移管されたというこ

とで保育が安定的に継続して行われることが

重要でございますので、私どもも引き続き必

要に応じて、県のほうも指導監査も入ります

し、町においても指導的なことで運営してい

きたいというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第56号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第56号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第５７号 太子町学童 

        保育園事業実施条例の一部 

        を改正する条例の制定につ 

        いて 

○議長（佐野芳彦） 日程第15、議案第57号

太子町学童保育園事業実施条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第57号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第57号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第５８号 財産の無償 

        譲渡について 

○議長（佐野芳彦） 日程第16、議案第58号

財産の無償譲渡についてを議題とします。 

 本案については、12月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 減価償却で、建ててから

37年のため、耐用年数が34年であるので税法

上１円というふうにご説明があったと思うん

ですが、市場の鑑定では幾らでありますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 使用性による

資産価値につきましては、使用目的が保育事

業ということの限定もございますので、今鑑

定としましては約424万3,000円ということで

資産価値でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はございま

せんか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ないようですので、私か

ら。 

 これ、無償譲渡して恐らく協定を結んで内

容を交わされると思うんですが、この目的の

使用に万一何か、しない状態になったときに

は、協定というものだけで足りるのか。ある

いは契約書みたいな形にしておいたほうが、

それは確かなんですが、どうも町の場合は協

定という形でいろいろやられてるようであり

ますが。この目的以外に、向こうに渡してし

まった後ですね、そういう意図が相手様があ

るとか、そんな全然思ってませんし、そんな

ことされない方だと思ってますけど、万一何

かのときに、それを返していただくという

か、そういうことについてはっきりとです

ね。私、協定だけで本当にいいのかどうなの

かっていうのをちょっと、もちろん紳士的に

お互いやるにしても、それでいいのかどうか

なっていう部分もありますので、契約書みた

いなものにしてもらったほうがありがたいな

と思うんですが、その辺はいかがでしょう

か。検討していただけるという答えをもらっ

たら一番うれしいんですが。あくまで覚書み
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たいなものだけで済ますのか、その辺につい

て答弁をお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 運営全般につ

きましては、土地、建物につきましては保育

の目的外に使用した場合には返還していただ

くというような項目を、募集に当たって言っ

ております。今後決定しましたら、協定書に

その分明確にうたっていきたいというふうに

考えております。当然、登記された社会福祉

法人ですので、履行は確実に執行していただ

くという形と思っております。 

 以上です。 

（服部千秋議員「協定だけで足りるん

ですか」の声あり） 

 協定でやっていきたいというふうに思って

います。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 参考書の中で、施設の老朽

化で多額の維持費が必要とされるということ

が書いておられます。その中で、老朽化の程

度、それと維持補修費となった場合どのぐら

いかかるのかということをお聞きしたいので

す。お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今後の改修で

ございますが、主な内容をちょっと上げてお

るんですけども、屋根の改修とか、遊戯室内

部改修、フローリング等の張りかえとか、放

送設備の買い換え、それから照明設備、給排

水設備、外壁等々、概算でございますが

5,000万ぐらいは要るんではないかというふ

うにちょっと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第58号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第58号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 12月８日から12月15日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、12月８日から12月15日まで本会

議を休会することに決定いたしました。 

 次の本会議は12月16日午前10時から開催い

たします。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさんでした。 

（散会 午後１時13分） 

 

 


